
現
在
の
振
込
め
詐
欺
は
手
口
が
巧
妙
化
し
、

被
害
者
役
、
加
害
者
役
、
弁
護
士
役
、
警
察

官
役
な
ど
、
複
数
の
者
が
役
割
分
担
を
し
非

日
常
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
引
き
ず
り
込
み
、

冷
静
な
判
断
が
で
き
な
い
ま
ま
お
金
を
引
き

出
さ
せ
る
の
で
す
。

一
度
被
害
に
遭
う
と
、
そ
の
情
報
履
歴
が

他
の
悪
徳
詐
欺
業
者
に
も
渡
り
、
２
度
目
３

度
目
と
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
狙
わ
れ
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

特
殊
詐
欺
は
ひ
と
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
自
分
は
だ
ま
さ
れ
な
い
」
と
い
う
過
信
は
禁

物
で
す
！

日
頃
か
ら
ご
家
族
で
防
犯
対
策

を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

【
特
殊
詐
欺
と
は
？
】

面
識
の
な
い
不
特
定

多
数
の
者
に
対
し
、
電

話
や
そ
の
他
の
通
信
手

段
を
用
い
て
現
金
等
を

だ
ま
し
取
る
詐
欺
の
総

称
で
す
。

ↁ
↿
ↁ
↿
詐
欺

息
子
や
孫
を
装
っ
て
電
話
を
か
け
、「
鞄

を
な
く
し
た
」「
会
社
の
お
金
を
使
い
込
ん

だ
」
な
ど
を
理
由
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
た

り
、
警
察
官
、
弁
護
士
の
名
を
か
た
り
「
個

人
情
が
漏
れ
て
い
る
」
な
ど
と
し
て
、
口
座

か
ら
現
金
を
引
き
出
さ
せ
た
り
、
自
宅
に
来

て
通
帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
を
だ
ま

し
取
る
手
口
も
あ
り
ま
す
。

慌
て
た
状
態
で
自
分
ひ
と
り
で
判
断
す
る

の
は
大
変
危
険
で
す
。
必
ず
本
人
や
家
族
に

連
絡
を
と
っ
て
事
実
確
認
を
し
、
現
金
は
手

渡
し
で
渡
さ
ず
、
す
ぐ
に
役
場
や
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
、
警
察
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

ط
ߗ

ݥ
詐
欺

郵
便
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
メ
ー
ル
等
を

利
用
し
て
「
サ
イ
ト
の
利
用
料
が
未
納
で
す
」

「
名
義
だ
け
貸
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
利
用
料
金
、

退
会
費
用
、
裁
判
費
用
な
ど
を
名
目
に
架
空

の
料
金
を
請
求
し
だ
ま
し
取
る
手
口
。
電
子

マ
ネ
ー
で
支
払
い
を
求
め
る
手
口
も
増
加
し

て
い
ま
す
。
自
分
か
ら
相
手
に
連
絡
し
た
り

せ
ず
、
身
に
覚
え
の
な
い
請
求
に
は
応
じ
ず

無
視
し
て
く
だ
さ
い
。

ဏ

༗
બ
߄
詐
欺

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
電
話
な
ど
を
利
用

し
て
金
融
業
者
に
な
り
す
ま
し
、「
支
払
っ

た
額
が
返
っ
て
き
ま
す
」「
融
資
を
受
け
る
た

め
の
保
証
金
、
事
務
費
が
必
要
で
す
」
な
ど

と
、
実
際
に
は
融
資
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
現
金
を
口
座
に
振
り
込
ま
せ
る
な
ど
の

方
法
に
よ
り
だ
ま
し
取
る
詐
欺
。
お
金
を
借

り
る
の
に
保
証
金
を
払
う
の
は
詐
欺
を
疑
い

ま
し
ょ
う
。

ۺ
ັ
߄
詐
欺

電
話
を
利
用
し
、
市
町
村
や
社
会
保
険
事

務
所
の
職
員
を
装
い
「
払
い
す
ぎ
た
お
金
を

還
付
し
ま
す
」
と
A
T
M
ま
で
誘
導
し
、
携

帯
で
指
示
を
し
て
操
作
さ
せ
、
被
害
者
が
気

づ
か
な
い
よ
う
に
犯
人
の
使
用
す
る
口
座
に

現
金
を
振
込
ま
せ
る
手
口
で
す
。
公
共
機
関

か
ら
電
話
を
し
て
A
T
M
で
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
共
機
関
な
ど

の
職
員
、
警
察
官
な
ど
を
名
乗
っ
て
も
必
ず

電
話
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

【
相
談
窓
口
】

お
金
が
絡
む
電
話
に

は
一
人
で
対
応
せ
ず
、

お
金
を
支
払
う
前
に
家

族
や
友
人
、
役
場
、
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
、
警
察

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

・
役
場

産
業
振
興
課
商
工
観
光
グ
ル
ー
プ

緯

室
２
１
５
１
（
内
線
２
５
８
）

７６

・
美
幌
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

緯

室
０
３
６
６

７２
月
～
金
曜
日
（
祝
祭
日
を
除
く
）

午
前

時
～
午
後
４
時

１０

・
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
〈
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
〉

緯
１
８
８
（
局
番
な
し
）

土
日
祝
日
相
談

午
前

時
～
午
後
４
時

１０

（
年
末
年
始
等
を
除
く
）

※
役
場
や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
が
開
所
し

て
い
な
い
場
合
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
電

話
が
つ
な
が
り
ま
す
（
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
、
一

部
の
電
話
か
ら
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
）。



津
別
町
か
ら
の
お
知
ら
せ




消
費
生
活
出
前
講
座

悪
質
商
法
や
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
よ
る

消
費
者
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
町

民
の
皆
さ
ん
に
向
け
て
出
前
講
座
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
場
所
に
講
師
が
出
向

き
、
消
費
生
活
に
関
す
る
お
話
を
し
ま
す
。

老
人
ク
ラ
ブ
や
自
治
会
、
グ
ル
ー
プ
な
ど
で

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
講
師
は
美
幌
町

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
消
費
生
活
相
談
員
。
費

用
は
無
料
で
す
。


賢
い
消
費
者
に
な
る
た
め
の
連
続
講
座

札
幌
か
ら
講
師
を
招
き
、
深
刻
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
る
高
齢
者
を
狙
っ
た
悪
質
商

法
や
詐
欺
事
件
の
被
害
防
止
を
図
る
た
め
、

最
新
の
被
害
傾
向
や
対
処
法
な
ど
、
ト
ラ
ブ

ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
知
識
を
学
ぶ
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
平
成

年
度
は
２
回

２９

予
定
し
て
お
り
、
第
１
回
目
は
８
月

日
２６

（
土
）
に
開
催
し
ま
す
。
費
用
は
無
料
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

産
業
振
興
課
商
工
観
光
グ
ル
ー
プ

緯

室
２
１
５
１
（
内
線
２
５
８
）

７６

『
特
殊
詐
欺
』
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

道
内
で
オ
レ
オ
レ
詐
欺
が
多
発
し
て
お
り
ま
す
が
、
町
内
で
も
役
場
職
員
を
名

乗
る
詐
欺
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
な
ど
、
様
々
な
事
例
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

津別町における平成28年１月から12月までに締結

（公告）された賃貸借における賃借料水準（円／10些当

たり）は、以下のとおりとなっています。

・データ数は、集計に用いた件数です。

・金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。

・『（参考）津別町平均額』は、各区分の集計に用いた全賃借

料データの平均です。

問い合わせ先 農業委員会事務局 緯76－2151

津別町農地賃借料を公表します

データ数最低額最高額平均額地 区

東岡

活汲・岩富・達美

最上

高台・豊永

美都・上里

共和

恩根・栄・双葉

沼沢・本岐・木樋・二又

大昭・布川・相生

（参考）津別町平均額

5,000 5,000 5,000 1

7,600 10,000 5,000 5

7,900 8,000 7,600 3

8,900 10,000 8,000 5

6,200 7,000 5,000 7

6,300 10,000 3,000 9

8,000 8,000 8,000 1

3,100 6,600 2,000 5

5,500 7,500 2,000 7

6,200 43

津別町の観光最前線を体験
現在インターネットで公開中！ 町のHPをご覧ください

近すぎて、意外と未体験の方も多いのではないでしょうか。今回は、

町の観光最前線として、大人気の津別峠の雲海を見ながら大自然の奇跡を紐解いていく雲海ツアー、さらに

上里地区にある道内唯一の森林セラピー基地での森林セラピーを職員が体験し、レポートしています。

《取材希望企業・飲食店・生産者募集!!詳しくは役場住民企画課まで》

職職員がレポーターに挑職員がレポーターに挑戦戦

ల

ٝ

この番組は、津別町の今を映像で定期的に発信

（月1回）することで、町民の町づくりへの参加

促進、移住・定住の促進、ふるさと納税の拡大を

図り、町づくりの記録を残すことで、10年後20

年後の町民への財産とします。

完成した映像は、町のWebサイトに埋め込ま

れる他、道東テレビでも公開いたします。

※この番組は、ふるさと納税の寄附金により制作しています。

問い合わせ先 住民企画課 企画グループ 緯76－2151（内線215）

૧ࢵĳıྀ

「筆界特定制度」は、土地が登記された際にその

土地の範囲を区画した線（筆界）について、現地

における位置を特定する制度です。「筆界」は、所

有権の範囲を画する線という意味を除いて、一般

的にいう「境界」と同じ意味で用いられています。

お隣の土地との境界について、その位置の認識

が互いに違い困っている等、事案によっては「筆界

特定制度」を利用して解決できるかもしれません。

詳しくは、最寄の法務局までお問い合わせくだ

さい。なお、同制度に関するＱ＆Aは、法務局

ホームページ

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu2/

static/hikkaiTop.html

にも掲載しています。

問い合わせ先

釧路地方法務局登記部門筆界特定室

緯０１５４－31－５０２７

釧路地方法務局北見支局

緯０１５７－23－６１６０

ごంです̥ȉ ຊٮඅଷഽ


